
稚内商工会議所　中小企業相談所
〒097－0022 稚内市中央２丁目４番８号
TEL 0162－23－4400　FAX 0162－22－3300

URL：http://www.wakkanai-cci.or.jp/
E-mail：wcci@rose.ocn.ne.jp

稚内商工会議所
問合せ

稚商相発第23号：令和7年7月　　主催／稚内商工会議所事業環境変化対応型支援事業

①申込み
ＦＡＸ・郵送・メールにて
お申込みください。

②相談日時の決定
こちらからご連絡をし、
日時を調整いたします。

③相談会の実施
当所またはオンラインにて
相談に対応いたします。

お申込みからご相談までの流れ

価格転嫁、コストダウン、販路開拓 など
●各種物価高騰への対応

生産性の向上、業務の効率化 など
●賃上げ・最低賃金引上げへの対応

設備導入、販路開拓等に係る補助金の活用 など
●各種補助金等の活用

消費税インボイス制度、デジタル化、事業承継 など
●その他

実施期間 令和８年１月30日まで（土・日・祝日、年末年始を除く）
開催場所 稚内商工会議所（WEB相談にも対応いたします）

（会員・非会員問わず）対　　象 中小・小規模事業者
対 応 者 中小企業診断士、 税理士、 社会保険労務士、 ＩＴコーディネータ ほか
申込方法 完全予約制で実施させて頂きます

裏面の申込書に必要事項を記載しFAXか郵送、またはメールにてお申込みください。
※QRコードからもお申込みいただけます。

事業環境の変化に対応するための

このようなご相談に対応いたします！

のご案内経営個別相談会
　エネルギーを始めとする各種物価高騰、最低賃金の引上げやデジタル化への対応
など、昨今の事業環境の変化によって影響を受けておられる、中小・小規模事業者
の皆様からの経営相談や各種申請サポートを行うため、経営個別相談会を開催いた
します。
　それぞれの経営課題に応じた専門家をご紹介いたしますので、お気軽にご活用く
ださい。
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代表者名

※ご記入をいただいた情報は、本事業に係る各種連絡や情報提供以外には使用いたしません。

事業所名

相談内容 ： 該当する相談内容に□を入れてください。（複数選択可）

〔よろしければ、具体的な相談内容を記入してください。〕

〔記載頂いた内容について、専門家が効果的な取り組み等を事前に調べて対応させて頂きます。〕

住 　 所

電話番号

E-ma i l

F A X　　　　－ 　　　　－

参 加 者

業　　種

相談方法

従業員数 名

オンライン ・ 対面

□価格転嫁
□原価管理、エネルギー等のコスト削減
□資金繰り改善や財務体質の強化
□販路開拓、新商品開発　　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

各種物価高騰への対応

□生産性の向上
□業務の効率化
□勤怠管理
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

賃上げ・最低賃金引上げへの対応

□設備導入
□販路開拓
□省力化　
□ＩＴ化　　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

各種補助金等の活用

□消費税インボイス制度
□デジタル化
□事業承継
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

そ　の　他

経営個別相談会 申込書

FAX 0162－22－3300
〒097－0022 稚内市中央2丁目4番8号
E-mail : wcci@rose.ocn.ne.jp
下記の必要事項を記載し、ＦＡＸ・郵送・メールにてお申込みください。

稚内商工会議所  行
※このQRコードからも
　お申込みいただけます。
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